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ゼブ  

１．背景・目的 

本市では、市役所が率先して市内にエコカーを普及させるため、平成19（2007）年に大

気環境の改善及び自動車からの二酸化炭素（CO₂）の排出抑制を目的とした「大阪市公用

車エコカー導入指針」を定め、公用車へのエコカー導入を進めるとともに、市関連施設

への電気自動車（EV）用充電施設の設置を進めてきた。 

平成30（2018）年３月には、エコカーの公用車への率先導入に加え、充電施設等のイン

フラの設置拡大や情報発信等に取り組むことにより、市民や事業者へのエコカーの普及

をより一層促進するため、「大阪市エコカー普及促進に関する取組方針」を策定し、取組

を進めてきた。 

本市における運輸部門からのCO₂排出量は、平成30（2018）年度実績で市内総排出量の

約15％を占め、その約75％は自動車に由来している。運輸部門からのCO₂排出量を削減す

るためには、自動車から自転車、徒歩や公共交通機関等への利用転換を図るとともに、

利用する自動車そのものを脱炭素化することが必要である。世界においては、ヨーロッ

パなどでガソリン車やディーゼル車の新車販売を禁止する動きがあるほか、排出ガスを

一切出さないゼロエミッションビークル（ZEV：Zero Emission Vehicle）である電気自

動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）の導入目標を掲げ、ZEV導入が積極的に推進されてい

る。 

わが国においても、令和２（2020）年10月に、菅内閣総理大臣が所信表明演説において

「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする脱炭素社会の実現をめざす」

と宣言し、また、令和３（2021）年１月には、2035年までに乗用車の新車販売をすべて

「電動車」とする方針を表明するなど、脱炭素化に向けた動きが加速している。 

本市では、脱炭素社会の実現に向けて、令和３（2021）年３月に「大阪市地球温暖化対

策実行計画〔区域施策編〕」（以下「実行計画〔区域施策編〕」という。）を改定し、2050年

の温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボン おおさか」をめざす姿に掲げ

ており、この具体的な取組の１つとして、ZEVに代表される次世代自動車の普及拡大を位

置付けている。 

そこで、次世代自動車の普及をより一層拡大していくため、「大阪市エコカー普及促進

に関する取組方針」を「大阪市次世代自動車普及促進に関する取組方針」に改め、本市が

率先して電動車をはじめとする次世代自動車の導入を推進するとともに、市民や事業者

への電動車に対する理解や利用を一層促進していく。 

本方針では、電動車の普及拡大に向けて、公用車の乗用車への電動車の導入の推進、

ZEVの情報発信の強化や充電施設等のインフラ整備の促進などに取り組むことにより、市

民や事業者への電動車の普及促進を図り、自動車の脱炭素化を推進していく。 

また、ZEVの持つ蓄電・給電機能を活用することによるレジリエンスの向上や、新たな

モビリティサービスの普及に貢献するなど、大阪の成長につながる脱炭素社会の実現に

資することを目的とする。 
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２．次世代自動車について 

（１）次世代自動車について 

国が普及を促進している次世代自動車は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の

大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環

境にやさしい自動車であり、表１のとおりである。 

 

表１ 次世代自動車一覧 

次世代自動車の種類 次世代自動車のしくみ 

電気自動車（EV） 
外部から充電し、バッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモー

ターを回転させて走る自動車。 

プラグインハイブリッド 

自動車（PHV） 

家庭用電源などの電気を車両のバッテリーに充電すること

で、電気自動車としての走行割合を増加させることができる

ハイブリッド自動車。 

燃料電池自動車（FCV） 
車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電

し、その電気でモーターを回転させて走る自動車。 

ハイブリッド自動車（HV） 

ガソリンやディーゼル等の内燃機関（エンジン）と電気や油

圧等のモーターなど、複数の動力源を組み合わせ、それぞれ

の利点を活かして駆動する自動車。 

クリーンディーゼル自動車 
平成 21（2009）年 10 月に導入された「ポスト新長期規制」

と呼ばれる排出ガス基準に対応したディーゼル自動車。 

天然ガス自動車 都市ガスの原料でもある天然ガスを燃料として走る自動車。 

 

 

（２）電動車について 

次世代自動車のうち EV・PHV・FCV・HV を電動車という。電動車は、外部給電機能を有

するほか、特に EV・PHV※・FCV は走行時に CO₂を排出しないという「環境面の価値」に

加え、「モビリティとしての価値」や「エネルギーインフラとしての価値」を有している。 

  ※EV モードによる走行時  

電動車の種類・特徴  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：電動車活用促進ガイドブック（2020 年９月 経済産業省・電動車活用社会推進協議会） 

出典：次世代モビリティガイドブック 2019-2020（令和２年３月 環境省・経済産業省・国土交通省） 

 

 

・ クルマに搭載した大容量バッ 

テリーに車外から充電し、充 

電された電気で走行。 

・ ガソリンは使用しない（電 

気で走行）。 

・ ガソリンエンジンに加えてモーター・バッテリー

を搭載。 

・ バッテリーは HV に比べ大容量で、EV と 

同様に車外から充電可能。 

・ バッテリー充電量が多いときは極力 EV と 

同様に電気のみで走るが、充電量が少な 

くなると、必要に応じてガソリンエンジンを作 

動させて HV として走行。 

・ 燃料はガソリンと電気の２つ。 
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① 環境面の価値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② モビリティとしての価値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ エネルギーインフラとしての価値  

    ・電動車は、家電・住宅・ビル・電力系統などに電力を供給可能。 

    ・停電時の非常用電源としての活用も進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：電動車活用促進ガイドブック（2020 年９月 経済産業省・電動車活用社会推進協議会） 

電動車から家に電力を
供給 

電動車から電力網
（系統：グリッド） 
に電力を供給 

電動車からビルに電 
力を供給 

災害時の避難所での 

電力供給源等で利用 

個人宅の電力有効活用や 

非常時の電力供給 

電動車から家電機器 
等に電力を供給 

Well to Tank  Tank to Wheel  

CO2 排出量(Well to Wheel)  

図等はイメージです。((一財)日本自動車 

研究所の資料をもとに NeV にて作成) 

g-CO2/km 

Well to Wheel= Well to Tank+ Tank to Wheel 

Well to Wheel：一次エネルギーの採掘から車両走行までのこと 

Well to Tank：一次エネルギーの採掘から車両の燃料タンクまでのこと 

Tank to Wheel：車両の燃料タンクから車両走行までのこと 

 

＼外部給電器 ※が必要／ ＼V2H 機器を設置／ 

● 動く蓄電池・発電機として、走行時のみならず、停車中にも価値を生み出すことが可能に。 

●アクセルを踏んだ瞬間から強い加速力を生み 
出すことが可能であり、スムーズな運転が可能 
に。 

●走行時はもちろん、発電時の CO2 排出量を 
加味しても、ガソリン車より環境負荷が小さい。 

●加えて、排ガス（NOx や SOx）を排出しない 
ため、大気汚染防止にも寄与。 

●余剰の再エネ（昼間の太陽光発電など）を 
電動車に充電し、必要なタイミングで放電させ 
ることで、再エネを最大限活用することが可能。 

●また、電動車を調整力として活用することで、 
再エネの不安定さを補い、より一層の再エネの 
導入が可能に。 

騒音も少なく静かな走行 ワープするような、新感覚の発進力 

 静粛性  加速性 

0 80 160 

V2H 機器 V2B 機器 外部給電器 

 

 

 

 

 
ガソリン車  

PHV  

EV 

  

走行時の CO2 排出量ゼロ  再エネ導入拡大に貢献  

Silent  静粛性 

 

加速性 

●細かい振動が少なく、静かに走行可能。 
●エンジン始動時の大きな音や、アイドリング中の 
  エンジン音や振動もないため、早朝や夜遅くに 
  住宅街を走るときでも、周囲への騒音の心配が

不要に。 

※車によっては、100V コンセントを 

装備している場合があります。 

  その場合、外部給電器なしでの 

電力供給が可能です。 
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３．低燃費かつ低排出ガス認定車について 

国では、燃費性能や排出ガス低減性能の高い自動車の普及を促進するため、自動車

燃費性能評価・公表制度や低排出ガス認定制度を設けている。  

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）に基づく燃費基準（トップ

ランナー基準）を早期達成している低燃費な自動車や、「低排出ガス車認定実施要領」

（平成 12 年運輸省告示 103 号）に基づく低排出ガス認定を受けている自動車は、その

内容を示す車体表示（ステッカー）により確認することができる。  

本市では、低燃費かつ低排出ガス認定車と次世代自動車を合わせて「エコカー」と

しており、本方針における低燃費かつ低排出ガス認定車は表２のとおりである。 

 

表２ 低燃費かつ低排出ガス認定車一覧 

対象 

（すべて特種用途自動車を含む） 
燃費性能 排出ガス性能  

ガ
ソ
リ
ン
車 

乗用車 令和２年度基準達成 

かつ 

令和 12 年度基準達成率 60％ 

平成 30 年規制 50％低減レベル 

軽自動車 

平成 17 年規制 75％低減レベル 

又は 

平成 30 年規制 50％低減レベル 

車両総重量が 2.5 トン以下の 

貨物自動車（軽量車） 
平成 27 年度基準＋５％達成 

車両総重量が 

2.5 トン超 3.5 トン以下の 

貨物自動車（中量車） 平成 27 年度基準＋10％達成 平成 17 年規制 50％低減レベル 

又は 

平成 30 年規制 25％低減レベル 
車両総重量が 3.5 トン以下の 

乗合自動車（軽量車・中量車） 
令和２年度基準達成 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車 

車両総重量が 

2.5 トン超 3.5 トン以下の 

貨物自動車（中量車） 

平成 27 年度基準＋５％達成 

平成 21 年規制 

NOx・PM10％低減レベル 

又は 

平成 30 年規制適合 

平成 27 年度基準＋10％達成 

平成 21 年規制適合 車両総重量が 3.5 トン以下の

乗合自動車 

（軽量車・中量車） 

令和２年度基準達成 

車両総重量が 3.5 トン超の 

貨物自動車及び乗合自動車

（重量車） 

平成 27 年度基準＋５％達成 平成 28 年規制適合 
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４．本市の現状 

（１）大阪市域における温室効果ガス排出量等 

① 温室効果ガス排出量の推移 

大阪市域の平成 30（2018）年度の温室効果ガス排出量は 1,736 万トン-CO2 で、実

行計画〔区域施策編〕で基準年度としている平成 25（2013）年度の排出量 2,106 万

トン-CO2 と比べ 370 万トン-CO2（約 18％）減少している（図１参照）。 

 

図１ 市域からの温室効果ガス排出量の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

② 二酸化炭素（CO2）の排出状況 

大阪市域の温室効果ガス排出量のうち CO2 が約 92％を占めている。CO2 の排出状

況を部門別に見ると、自動車や鉄道などの運輸部門は約 15％となっている（図２参

照）。 

また、大阪市域の平成 30（2018）年度の運輸部門の CO2 排出量を平成 25（2013）

年度の排出量と比較すると、269 万トン-CO2 から 241 万トン-CO2 に約 10％減少して

いる（図３参照）。 

 

図２ 市域の部門別 CO2 排出量の割合（平成 30（2018）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※H30（2018）年度排出量は、算定に用いた各種統計等の年報値が未公表のものに、

直近年度の値を代用しているため、暫定値。 
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出典：大阪市環境白書（令和２（2020）年度版） 

出典：大阪市環境白書（令和２（2020）年度版） 
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図３ 市域における部門別 CO2 排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

③ 運輸部門の CO2 排出の状況 

大阪市域における運輸部門から排出される平成 30（2018）年度の CO2 排出量を輸

送手段別にみると、自動車からの排出量が最も多く、全体の約 75％を占めている

（図４参照）。 

運輸部門から排出される CO2 を削減するには、鉄道やバスなどの公共交通機関の

積極的な利用が効果的である。しかし、日常生活や事業活動において自動車の利用

は欠かせないことから、環境負荷の少ない次世代自動車の普及やエコドライブの実

践など環境にやさしい自動車利用の促進が重要である。 

 

図４ 市域における運輸部門の CO2 排出量の内訳（平成 30（2018）年度） 
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（２）公用車における次世代自動車保有状況 

   ① 公用車への次世代自動車導入状況 

本市では、「大阪市公用車エコカー導入指針」及び「大阪市エコカー普及促進に関

する取組指針」に沿って、公用車へのエコカー導入を進めてきた。令和２（2020）

年３月末現在、公用車の保有台数は 1,825 台、そのうちエコカーは 1,208 台となっ

ている。内訳は、次世代自動車 216 台（EV27 台、PHV２台、HV146 台、天然ガス自動

車 41 台）、低燃費かつ低排出ガス認定車 992 台となっている（表３参照）。 

また、公用車の保有台数に占めるエコカーの割合は 66.2％、次世代自動車の割合

は 11.8％となっている。そのうち、乗用車における次世代自動車については、電動

車である EV・PHV・HV のみの保有であり、乗用車に占める電動車の割合は 23.3％と

なっている（表４参照）。 

 

表３ 公用車の保有台数           （令和２（2020）年３月末時点） 

所属 用途 公用車 

うちエコカー 

うち次世代自動車 
低燃費かつ

低排出ガス 
計 

EV PHV HV 
天然ガス

自動車 
計 

各区 乗用車（軽・小型） 23 0 0 1 0 1 18 19 

青色パトロール車 37 24 0 0 0 24 13 37 

その他 4 0 0 0 0 0 3 3 

小計 64 24 0 1 0 25 34 59 

健康局 軽貨物自動車 16 0 0 0 2 2 14 16 

検体等搬送車（普通・小型） 15 0 0 0 0 0 12 12 

医療防疫車（普通・小型） 5 0 0 0 3 3 0 3 

小計              36 0 0 0 5 5 26 31 

環境局 

 

 

 

 

   

軽貨物自動車  48 0 0 0 3 3 28 31 

塵芥車 449 0 0 126 21 147 208 355 

貨物自動車（普通・小型） 71 0 0 10 1 11 12 23 

公害パトロール車（普通・小型）  5 2 0 0 0 2 2 4 

その他 5 0 0 0 0 0 1 1 

小計  578 2 0 136 25 163 251 414 

建設局 

 

 

   

   

   

軽貨物自動車  371 0 0 0 10 10 228 238 

道路作業車（普通・小型）   79 0 0 0 0 0 42 42 

公共応急作業車（普通・小型） 17 0 0 3 0 3 8 11 

乗用車（普通・小型） 16 0 0 0 0 0 16 16 

その他 24 0 0 0 0 0 1 1 

小計 507 0 0 3 10 13 295 308 
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所属 用途 公用車 

うちエコカー 

うち次世代自動車 
低燃費かつ

低排出ガス 
計 

EV PHV HV 
天然ガス

自動車 
計 

大阪 

港湾局 

軽貨物自動車  44 0 0 0 0 0 26 26 

乗用車（普通・小型） 11 0 0 0 0 0 7 7 

道路作業車（普通・小型） 11 0 0 0 0 0 5 5 

緑地維持管理（普通・小型） 6 0 0 0 0 0 1 1 

その他  24 0 0 0 0 0 11 11 

小計  96 0 0 0 0 0 50 50 

消防局 消防車 218 0 0 0 0 0 72 72 

救急車  0 0 0 0 0 0 0 0 

乗用車（普通・小型）  37 0 0 3 0 3 29 32 

その他  8 0 0 0 0 0 3 3 

小計 263 0 0 3 0 3 104 107 

水道局 軽貨物自動車 169 0 0 0 0 0 169 169 

工事・作業用（普通・小型）  44 0 0 0 0 0 27 27 

応急給水用（普通・小型） 18 0 0 0 0 0 11 11 

その他 1 0 0 0 0 0 1 1 

小計              232 0 0 0 0 0 208 208 

その他 49 1 2 3 1 7 24 31 

合計 1,825※ 27 2 146 41 216 992 1,208 

 

 

    

 

表４ 公用車の車種区分別台数         （令和２（2020）年３月末時点） 

車種区分 台数 

うちエコカー 

うち次世代自動車 
低燃費かつ

低排出ガス 計 
EV PHV HV 

天然ガス

自動車  台数計  割合 

乗用自動車（軽含む） 159 27 2 8 0 37 23.3% 100 137 

乗合自動車 5 0 0 0 0 0  0.0% 0 0 

軽貨物自動車 658 0 0 0 15 15  2.3% 474 489 

貨物自動車（普通・小型） 165 0 0 10 1 11 1.7% 64 75 

特種（普通・小型） 838 0 0 128 25 153 18.3% 354 507 

合計 1,825※ 27 2 146 41 216 11.8% 992 1,208 

公用車に占める割合 1.5% 0.1% 8.0% 2.2% 11.8% 54.4% 66.2% 

 

 

 

 

出典：環境局まとめ 

出典：環境局まとめ 

※本市方針におけるエコカーを選択する余地のない車種（救急車、特殊自動車等）の 989 台を除く。 

（なお、そのうち 77 台は導入時の本市指針における基準でエコカーとして認定されている。） 

 

 

※本市方針におけるエコカーを選択する余地のない車種（救急車、特殊自動車等）の 989 台を除く。

（なお、そのうち 77 台は導入時の本市指針における基準でエコカーとして認定されている。） 
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   ② 公用車における次世代自動車保有台数の推移 

公用車の次世代自動車のうち、天然ガス自動車については、市内における天然ガ

ススタンドの箇所数が減少していること、ガスタンクの更新費用が高額であること

などが原因で、保有台数は年々減少している。一方、低燃費かつ低排出ガス認定車

の保有台数は増加傾向である（図５参照）。 

公用車のうちエコカーが占める割合は年々増加しており、令和元（2019）年度末

現在で 66.2％となっている（図６参照）。 

 

 

図５ 公用車における次世代自動車・エコカー保有台数の推移  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図６ 公用車台数に占めるエコカー台数の割合の推移 
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出典：環境局まとめ 
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（３）市民・事業者への次世代自動車普及状況 

 ① 大阪市域における次世代自動車（EV、天然ガス自動車、HV）の普及状況 

大阪市域における EV、天然ガス自動車、HV の普及台数は、令和元（2019）年度末

現在、乗用車・貨物車・乗合車等を合わせて 126,056 台であり、「大阪市エコカー普

及促進に関する取組方針」において令和２（2020）年度までに 11 万台普及させると

いう目標は、平成 30（2018）年度に前倒しで達成している。中でも HV の台数が著

しく増加しており、民間ベースでの普及が拡大している。一方で天然ガス自動車は

減少傾向にある。 

また、EV は着実に増えてはいるものの、HV と比較して普及台数は少ない。 

なお、FCV は大阪市域で 71 台（令和元（2019）年度末時点）となっている。 

 

図７ 市域における次世代自動車（EV、天然ガス自動車、HV）普及状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：環境局まとめ 
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合計 81,385 93,713 104,828 116,271 126,056
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② 大阪市域における乗用車の電動車（EV・PHV・FCV・HV）の普及状況 

大阪市域における軽自動車を含む乗用車の電動車（EV・PHV・FCV・HV）の普及台

数と乗用車保有台数に占める割合は、年々増加してきており、令和元（2019）年度

末現在、電動車の普及台数は 133,001 台、軽自動車を含む乗用車の保有台数に占め

る電動車の割合は 21.8％となっている。電動車普及の内訳としては、HV が 21.4％

とそのほとんどを占めており、EV・PHV は 0.4％とわずかであり、FCV は 0.01％と極

めて少なく、行政による普及促進の取組が重要となっている。（図８参照） 

特に EV 等については、世界的に普及拡大に向けた動きが強まっており、国内でも

EV 使用や環境整備促進をめざす EV100 等の国際イニシアティブに事業者が参加す

るなどの取組が広がっている。 

一方、EV 等の普及が進まない理由として、EV 等の車両価格がガソリン車より高

く、充電設備を導入する必要があるなど、EV 等導入の初期コストが高くなること、

また、集合住宅への居住割合が高い本市においては、充電設備のない既築の集合住

宅の居住者に EV 等購入のインセンティブが働かないことなどが挙げられる。 

本市としても、こうした状況を踏まえ、EV 等の普及促進に取り組む必要がある。 

 

図８ 市域における乗用車の電動車（EV・PHV・FCV・HV）普及状況     
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出典：環境局まとめ 
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（４）一般開放されている EV 用充電施設などのインフラ整備状況 

   ① EV 用充電施設（本市関連） 

令和３（2021）年２月末現在、本市が設置した EV 用充電施設は倍速充電施設が９

基である。また、平成 30（2018）年３月から、本市と民間事業者との協定に基づき、

民間事業者が市役所本庁舎において急速充電施設１基を運用している。 

そのほか、指定管理者により８箇所の駐車場に急速充電施設が９基、４箇所の駐

車場に倍速充電施設が 12 基設置されている。 

 

表５ EV 用充電施設（本市関連）     （令和３（2021）年２月末時点）  

設置主体 施設名 

充電施設の 

区分と基数 所在地 

急速 倍速 

本市が設置した 

倍速充電施設 

（９箇所・９基) 

大阪市役所地下駐車場  1 北区中之島 1-3-20 

此花会館／梅香殿駐車場  1 此花区西九条 5-4-24 

西淀川区役所地下駐車場  1 西淀川区御幣島 1-2-10 

市立東淀川屋内プール地下駐車場  1 東淀川区東淡路 1-4-53 

生野区役所地下駐車場  1 生野区勝山南 3-1-19 

大阪市立芸術創造館地下駐車場  1 旭区中宮 1-11-14 

あべのルシアス地下駐車場  1 阿倍野区阿倍野筋 1-5-1 

住吉区役所駐車場  1 住吉区南住吉 3-15-55 

市立平野区民センター 駐車場  1 平野区長吉出戸 5-3-58 

民間事業者が設置 

した急速充電施設 

（１箇所・１基) 

大阪市役所地下駐車場 1  北区中之島 1-3-20 

指定管理者が設置 

した急速充電施設 

（８箇所・９基） 

大阪城公園駅前駐車場 1  中央区大阪城 3丁目地内 

大阪城公園森ノ宮駐車場 1  中央区大阪城 3丁目地内 

十三駐車場 2  淀川区新北野 1-14-8 

新大阪駅南駐車場 1  淀川区西中島 5-13-12 

新大阪駅南第２駐車場 1  淀川区西中島 5-12-7 

靱地下駐車場 1  西区靱本町 2 

法円坂駐車場 1  中央区法円坂 2-1-74 

西横堀駐車場 1  西区江戸堀 1-4 

指定管理者が設置 

した倍速充電施設 

（４箇所・12 基) 

宮原地下駐車場  1 淀川区宮原 3-4-17 

扇町通地下駐車場  1 北区扇町 1-1-20 

豊崎地下駐車場  1 北区豊崎 3-21-5 

西横堀駐車場  9 西区立売堀 1-3 他 

計 10 21  

 

 

 

 

出典：環境局まとめ 

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#konohana
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#nishiyodo
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#higashiyodo
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#ikuno
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#geijutu
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#abeno
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#sumiyoshi
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000371428.html#hirano
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 ② EV 用充電施設の整備状況 

EV 用充電施設については、大阪府が平成 27（2015）年２月に改訂した「次世代自

動車充電インフラ設置に係るビジョン」に基づいて拡大を図っている。 

府内の目標 600 箇所（そのうち大阪市を含む区域における設置目標 240 箇所）に

対し、令和２（2020)年３月末現在、大阪府内では 748 箇所（そのうち大阪市域では

223 箇所、大阪市を含む区域では 310 箇所超）設置されており、既に目標を達成し

ている。 

 

表６ 市域における EV 用充電施設 

 

 

 

 

区 

急速充電施設 倍速充電施設 

箇所数（基数） 箇所数（基数） 

平成 30 年 

(2018) 

３月末 

平成 31 年 

(2019) 

３月末 

令和２年 

(2020) 

３月末 

平成 30 年 

(2018) 

３月末 

平成 31 年 

(2019) 

３月末 

令和２年 

(2020) 

３月末 

北区 5(5) 5(5) 5(5) 15(23) 13(20) 13(20) 

都島区 1(1) 2(2) 2(2) 5(5) 5(5) 5(5) 

福島区 2(2) 2(2) 3(3) 7(8) 7(8) 7(8) 

此花区 1(1) 1(1) 1(1) 4(17) 4(17) 4(17) 

中央区 3(3) 4(4) 5(5) 10(13) 7(10) 8(10) 

西区 5(6) 5(6) 8(9) 14(19) 13(25) 11(23) 

港区 1(1) 1(1) 1(1) 3(4) 3(4) 4(5) 

大正区 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 1(4) 1(4) 

天王寺区 2(2) 2(2) 2(2) 4(4) 4(4) 5(5) 

浪速区 1(1) 1(1) 2(2) 7(30) 7(30) 8(31) 

西淀川区 3(3) 3(3) 3(3) 7(7) 7(7) 7(7) 

淀川区 2(2) 3(3) 3(3) 10(13) 9(11) 6(8) 

東淀川区 2(2) 3(3) 4(4) 7(7) 7(7) 7(7) 

東成区 0(0) 0(0) 0(0) 2(2) 2(2) 2(2) 

生野区 1(1) 1(1) 1(1) 8(8) 8(8) 8(8) 

旭区 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 3(3) 3(3) 

城東区 0(0) 1(1) 1(1) 8(9) 8(9) 8(8) 

鶴見区 2(2) 3(3) 3(3) 13(22) 13(22) 13(22) 

阿倍野区 0(0) 0(0) 0(0) 3(3) 3(3) 3(3) 

住之江区 3(3) 3(3) 2(2) 11(34) 11(34) 10(33) 

住吉区 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) 8(8) 8(8) 

東住吉区 2(2) 2(2) 2(2) 7(7) 7(7) 7(7) 

平野区 2(2) 2(2) 1(1) 11(11) 11(11) 11(11) 

西成区 4(4) 5(5) 5(5) 9(11) 7(9) 7(9) 

合計 45(46) 52(53) 57(58) 177(272) 168(268) 166(264) 

出典：環境局まとめ 
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③ FCV 用水素ステーションの整備状況  

水素ステーションの整備については、本市が参画する大阪次世代自動車普及推進

協議会が平成 27（2015）年１月に策定し、平成 29（2017）年２月に改訂した「大阪

府内における水素ステーション整備計画」に基づいて拡大を図っているが、令和７

（2025）年度に府内 28 箇所とする計画目標のマイルストーンとして設定している

令和２（2020）年度までの目標 14 箇所に対し、令和２（2020）年４月末時点で９箇

所にとどまっている。このうち大阪市域については、目標数２箇所に対して３箇所

と既に目標を達成している。 

 

表７ 市域における水素ステーション（令和２（2020）年４月末時点） 

ステーション名 所在地 

イワタニ水素ステーション大阪・本町 中央区本町 3-1-7 

イワタニ水素ステーション大阪森之宮 城東区森之宮 1-6-102 

イワタニ水素ステーション大阪住之江 住之江区柴谷 1-1-64 

経由地(経路充電) 

 
経由地(経路充電) 

 
到着(目的地充電) 

 
到 着 ( 目 的 地 充

電) 

経路充電 

 
到 着 (目 的

地充電) 

的地充電) 的地充電) 

的 地 充

電) 

的

地

充

電

) 

【倍速充電施設と急速充電施設】 

○概要 

充電施設 

の種類 

倍速充電施設 

 

 

急速充電施設 

設置場所 長時間の駐車が想定される場所 短時間充電が求められる場所 

（例） 自宅、レストラン、レジャー施設、旅館等 道の駅、コンビニ、高速道路の SA 等 

充電時間 

の目安 

４～８時間程度※ 

※EV・PHV の電池容量により充電時間は異なります。
 

30～60 分で 80％程度まで充電 

 

 

○充電インフラの利用パターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

滞在時間 30 分前後 

 
到着(目的地充電) 

滞在時間３時間以上

着(目的地充電) 

出典：愛知県次世代自動車充電インフラ整備・配置計画を元に環境局が一部加筆修正 

  

出典：（一社）次世代自動車振興センターホームページ「充電設備等について」を元に環境局が作成 

倍速充電施設) 

滞在時間 30 分前後

的地充電) 

滞 在 時 間 １時 間 程 度

充電) 

滞 在 時 間 ３時 間 以 上

充電) 

出発地(基礎充電) 

 
到着(目的地充電) 

目的地充電 

 
到着(目的地充電) 

的地充電) 倍速充電施設) 

 ・観光施設 

・宿泊施設 

・大規模 

商業施設 

・公共施設 

(美術館、 

 博物館等) 

    など 

到

着

(

目

的

地

充

電

) 

到

着

(

目

的

地

充

電

) 

家庭 

 
到 着

( 目

的 地

充

電) 

事 業 所

到 着

( 目 的

地 充

電) 

到

着

(

目

的

地

充

電

) 

経路充電 

 
到 着 ( 目 的

地充電) 

 
急速充電施設 

・道の駅 

・高速道路 SA,PA 

・コンビニ 

など 

 
倍速充電施設 

・飲食店 

・道の駅 

・高速道路 IC 付近 

など 

的地充電) 

出典：次世代自動車振興センターホームページ「水素ステーション整備状況」 
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